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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上に酸化層を形成する方法であって、
　分離領域を有するデバイス基板、多層の相互結合構造、およびデバイス基板と多層の相
互結合構造との間の絶縁層を含む半導体基板を得る工程と、
　デバイス基板の裏側から絶縁層まで、デバイス基板中に含まれる分離領域を通って少な
くとも１つのホールをエッチングする工程と、
　酸性の電解質溶液中で基板を陽極酸化することにより、基板の上に酸化層を形成する工
程と、を含み、
　基板の上に酸化層を形成する工程は、
　電解質溶液中に基板を浸責する工程と、
　電解質溶液中に配置されたカソードと、デバイス基板からなるアノードとの間に１０Ｖ
と４００Ｖの間の電位を与え、これにより基板を陽極酸化する工程と、で行われ、
　陽極酸化する工程は、
　最初に、所定の時間、固定された電流密度が、基板を通って得られるように電位を与え
る工程と、
　所定の時間が経過した後に、１０Ｖと４００Ｖの間の固定された電位を与える工程との
、２工程のプロセスで行われる方法。
【請求項２】
　酸性の電解質溶液中で基板を陽極酸化する工程は、クエン酸、酢酸、シュウ酸、硫酸、



(2) JP 5528430 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

リン酸、硝酸、またはそれらの組み合わせを含む電解質溶液中に、基板を浸責する工程を
含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　酸性の電解質溶液中で基板を陽極酸化する工程は、０％（含有せず）と２０％の間の酸
濃度を有する電解質溶液中に基板を浸責する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　基板の上に酸化層を形成する工程は、少なくとも１つのホールの側壁に、酸化層を形成
する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　電位を与える工程は、時間の関数として基板を通る電流密度が変化するように、電位を
与えて行われる請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　半導体デバイスの製造プロセスにおける、請求項１～５のいずれかに記載の方法の使用
。

【発明の詳細な説明】
【発明の技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体プロセスに関する。更に、本発明は、例えば５以下のアスペクト比（
高さに対する幅の比）のような高いアスペクト比を有する３次元構造の基板上の所定の位
置に、酸化層を形成する方法に関する。
【発明の背景】
【０００２】
　シリコン酸化物は、半導体プロセス技術で使用される公知の材料である。シリコン酸化
物を堆積または成長するために多くの技術が存在する。シリコン酸化物は、シリコンの熱
酸化により形成することができる。代わりに、化学気相堆積（ＣＶＤ）がシリコン酸化物
の形成に使用されても良い。このプロセスを用いることにより、典型的には２００℃から
５００℃までの範囲の温度で、プロセスチャンバ中の化学反応により、シリコン酸化物が
形成される。この目的のために、例えばシラン（ＳｉＨ４）、ＴＥＯＳ（テトラエチル・
オルソシリケイト－Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、またはＨＭＤＳＯ（ヘキサメチルジシロキ
サン）のような特定の前駆体が一般に使用される。
【０００３】
　形成された酸化物の品質（電気的特性および機械的特性）は、主に形成中に酸化物中に
トラップされた不純物の量に依存し、このように、その形成に使用された技術にも依存す
る。不純物は、例えば不完全な前駆体の分解の結果である。
【０００４】
　高品質の酸化膜を低温で得るために、プラズマ誘起化学気相堆積（ＰＥＣＶＤ）が使用
されて前駆体が効率的に分解される。
【０００５】
　シリコン酸化物を形成する他の方法は、陽極酸化のようなシリコンの電気化学的酸化に
よる。
【０００６】
　米国特許５，７３６，４５４には、例えばフィールド酸化層や薄膜トランジスタの酸化
層のように、シリコン基板上にシリコン酸化層を形成する方法が開示されている。この方
法は、室温で電解反応を行い、アノードとして働くシリコン基板上にシリコン酸化層を形
成する工程を含み、電解反応の電解質として純水が使用される。これを得るために、アル
ミニウム膜がシリコン基板の裏側に蒸着され、陽極酸化のためのアノードコンタクトを形
成する。米国特許５，７３６，４５４の方法は、例えばゲート酸化膜として使用できる高
品質のシリコン酸化層を得るためにはアシスト技術が必要である。それゆえに、形成され
た二酸化シリコン層は、更に、不活性ガス雰囲気中で、７００℃と１０００℃との間の温
度で、所定の期間、急速熱緻密化が行われ、二酸化シリコンが緻密化される。米国特許５
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，７３６，４５４に記載された方法の欠点は、取り扱いのためにキャリアに取り付ける必
要があり、キャリアは非導電性であるような、薄いウエハには適用できないことである。
米国特許５，７３６，４５４に記載された方法の更なる欠点は、５０Åから８８Åが２０
分から１００分で形成されるという遅いプロセスである。
【０００７】
　ＰＥＣＶＤ堆積は、一般には、２００℃と４００℃の間の温度で行われる。ＩＣやパッ
ケージの３Ｄ集積を覆う、先端のパッケージング応用では、一般的な堆積温度は２００℃
より低くする必要があり、好適には、例えば、一般には高温には耐えられないポリマー系
樹脂で接着されるキャリアウエハ上での処理ができるように、１００℃より低くする必要
がある。ＰＥＣＶＤを用いた場合、２００℃より低い温度、時には８０℃まで低くして層
を堆積することが可能であるが、そのような温度で堆積した酸化物は、例えば低い機械的
特性のような劣った特性を示す。層は、低い破壊電界とピンホールの欠点を持つ。また、
堆積層の適合性が低く、即ち、深い３Ｄ構造では堆積層の膜厚は均一では無い。
【０００８】
　シリコンの酸化は、良好な品質の酸化物を得るには、前処理、追加のアシスト技術、ま
たは特別な基板準備が必要な困難なプロセスである。例えば良好な品質の酸化物は、１０
０ｎＡ／ｃｍ２より低い寄生リーク電流を有する。
【０００９】
　更に、バイア構造が基板上に形成された場合、リソグラフィパターニングに使用するス
キャナの小さな焦点深さおよび／または反射効果によるリソグラフィ限界のために、それ
らのバイア構造の内側に酸化物を形成することは困難である。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の具体例の目的は、例えばシリコン基板のような半導体基板の上または中の、３
次元（３Ｄ）構造上のような、半導体基板上に、酸化層を形成する方法を提供することで
ある。
【００１１】
　本発明の特定の具体例にかかる方法では、酸化層は、例えば半導体基板中のトレンチま
たはホールの側壁に、および／または半導体基板の主表面の柱の側壁のような、半導体基
板の中または上の３Ｄ構造上に形成されても良い。
【００１２】
　本発明の具体例にかかる方法は、例えば室温のような、８０℃より低いような低温で適
用される。
【００１３】
　上記目的は、本発明にかかる方法およびデバイスにより達成される。
【００１４】
　第１の形態では、本発明は、例えば半導体基板の中または上の３次元構造上のような半
導体基板上に酸化層を形成する方法を提供する。この方法は、
　半導体基板を得る工程と、
　酸性電解質溶液中で基板を陽極酸化することにより、基板上に酸化層を形成する工程と
、を含む。
【００１５】
　基板が三次元構造を含むような特別な具体例では、そのような３次元構造は、例として
、基板貫通バイア（ＴＳＶ：through-substrate via）のための円柱またはドーナツ形状
のホールでも良い。代わりの具体例では、例えばＭＥＭＳデバイスを形成するための、基
板の表面上に形成されたあらゆる形状でも良い。３次元構造は、トレンチ、ホール、およ
び／または柱を含む。
【００１６】
　酸性の電解質溶液中で基板を陽極酸化する工程は、クエン酸、酢酸、シュウ酸、硫酸、
リン酸、硝酸、またはそれらの組み合わせのいずれかを含む電解質溶液中に基板を浸責す
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る工程を含む。本発明の具体例では、電解質溶液中の酸の濃度は、使用される酸と特定の
環境に依存して、０％（含有しない）と２０％の間でもよい。
【００１７】
　酸性電解質溶液では、非酸性の電解質溶液を用いた場合に比較して、陽極酸化の速度が
増加することが、本発明の具体例の長所である。このように、より厚い酸化層が、より短
時間で形成できる。陽極酸化プロセスの速度は、電解質溶液中の酸の濃度に依存する。
【００１８】
　本発明の具体例にかかる方法を用いた場合、酸化層は、例えば電解質中に基板が露出し
た位置のような、所定の位置に形成することができる。そのような所定の位置は、例えば
、３次元構造の主表面上、および／またはトレンチやホールやバイアの側壁のようなその
側壁のような、３次元構造の部分を含む。
【００１９】
　陽極酸化を使用する長所は、陽極酸化電解質に露出した基板表面上の均一な酸化物膜厚
と、同時に表面粗れの低減を実現することである。基板中での垂直トレンチやバイアのエ
ッチングは、一般には粗れた側壁（スカラプス：scallops）となる。基板表面上の鋭い表
面形状（例えば、スカラプス）は、局所的に高い静電場となり、それらの位置で陽極酸化
プロセスを加速させ、これにより自然な方法で表面を平坦化する。酸化物の平坦な表面、
またはこのようにして低減された粗さは、例えば絶縁破壊に対する耐性を改良するような
、良好な電気的特性を与える。
【００２０】
　本発明の具体例にかかる方法の他の特徴は、例えば８０℃より低い温度、更には５０℃
より低い温度、例えば室温のような低温で行えることである。
【００２１】
　本発明の具体例にかかる方法では、例えば基板貫通バイアのようなバイア、またはＭＥ
ＭＳデバイスを形成するために使用できる。
【００２２】
　本発明の具体例で基板上に酸化層を形成する工程は、
　基板を電解質溶液中に浸責する工程と、
　電解質溶液中のカソードと、基板上または基板により形成されたアノードとの間に電位
を与え、これにより基板を陽極酸化する工程と、で行われる。基板が３次元構造を含む場
合、この構造は基板と一緒に陽極酸化される。電位を与えることにより、電池を通って電
流が流れる。陽極層が成長すると、プロセスを行い続けるために、（一定の電流では）よ
り大きな電位が必要となる。所定の電圧に達した場合、所定の酸化物膜厚が達成される。
電圧が一定に維持された場合、残りの陽極酸化時間の間に電流が指数関数的に減少し、そ
の間に陽極酸化層中の欠陥が治癒されて酸化物が緻密化される。
【００２３】
　本発明の具体例では、形成された酸化層は、基板の表面側に形成される。カソードとア
ノードとの間に電位を与える工程は、カソードと、基板の表面上に位置するアノードとの
間に電位を与える工程を含む。これは、非常に薄い基板を用いる方法で有利である。その
ような薄い基板は、取り扱いに便利なように、取り扱いウエハ上に配置する。そのような
取り扱いウエハは、大部分の場合、非導電性である。カソードと、基板の表面側のアノー
ドとの間に電位を与えるために、取り扱いの有無や型は陽極酸化プロセスには関係しない
。
【００２４】
　与えられた電位は、１０Ｖと４００Ｖの間でも良い。電流は、電解質溶液の電気分解を
開始するために十分高くなければならない。
【００２５】
　本発明の具体例では、電解質溶液中に配置されやカソードと、基板の上またはそばに形
成されたアノードとの間に電位を与える工程は、時間の関数として基板を通る電流密度を
変えるように電位を与える工程でも良い。このように、与えられた電位は、時間の関数と
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して変化しても良い。
【００２６】
　本発明の具体例では、陽極酸化は２工程のプロセスで行われても良い。それらの具体例
では、電解質溶液中に配置されやカソードと、基板の上またはそばに形成されたアノード
との間に電位を与える工程は、
　最初に、所定の時間、酸化層を形成するために、固定された電流密度が、基板を通って
得られ、
　所定の時間が経過した後に、固定された電位が、酸化層を治癒するために得られる。
【００２７】
　酸化層の治癒は、ピンホールのような欠陥を除去し、良好な品質の酸化層を得ることを
意味する。
【００２８】
　更なる形態では、本発明は、半導体デバイスの製造プロセス中での、本発明の具体例に
かかる方法の使用である。
【００２９】
　他の形態では、本発明は、本発明の具体例にかかる方法により形成された酸化層を有す
る基板を提供することである。
【００３０】
　更なる形態では、本発明は、基板上に、少なくともホールを含む３次元構造を形成する
ものである。３次元構造は、更に、３次元構造の主表面上の、および／または少なくとも
１つのホールの側壁の、酸化層を含み、この酸化層は、本発明の具体例にかかる方法によ
り形成される。例えばトレンチのような高いアスペクト比の３次元構造中で形成された酸
化層が等角になることが特に有用である。公知の低温プロセスは、一般には１０％より少
ないステップカバレジを有し、ところが本発明の具体例で形成した酸化層はＣＶＤ酸化物
のように等角であり、低温で形成される。
【００３１】
　本発明の特別で好ましい形態は、添付した独立請求項および従属請求項に表される。従
属請求項の特徴は、必要に応じて、独立請求項の特徴や他の従属請求項の特徴と組み合わ
せても良く、単に請求項に表された通りだけではない。
【００３２】
　本発明の、上記および他の特徴、性質、および優位性は、本発明の原理を例示により示
す添付の図面と共に、以下の詳細な記載から明らかになるであろう。この説明は例示のみ
を目的とし、本発明の範囲を限定するものではない。以下で用いられる参照符号は、添付
の図面を引用する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の具体例にかかる方法の連続した工程を示す。
【図２】本発明の具体例にかかる方法の連続した工程を示す。
【図３】本発明の具体例にかかる方法の連続した工程を示す。
【図４】本発明の具体例にかかる方法の連続した工程を示す。
【図５】本発明の具体例にかかる方法を適用できるデバイスの例を示す。
【図６】本発明の具体例にかかる方法により形成された酸化層のＳＥＭ写真を示す。
【図７】本発明の具体例にかかる方法により形成された酸化層のＳＥＭ写真を示す。
【図８】本発明の具体例にかかる方法により形成された酸化層のＳＥＭ写真を示す。
【図９】本発明の具体例にかかる方法により形成された酸化層のＳＥＭ写真を示す。
【図１０】本発明の具体例にかかる方法により形成された酸化層のＳＥＭ写真を示す。
【図１１】本発明の具体例にかかる方法により形成された酸化層のＳＥＭ写真を示す。
【図１２】本発明の具体例とともに使用される電極構造を示す。
【００３４】
　異なる図面において、同一参照番号は、同一または類似の要素を示す。
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【具体例の説明】
【００３５】
　本発明は、特定の具体例に関して、所定の図面を参照しながら説明されるが、本発明は
それらに限定されるものではなく、請求の範囲によってのみ限定されるものである。記載
された図面は、単に概略であり限定するものではない。図面において、幾つかの要素の大
きさは、図示を目的として拡大され、縮尺通りには記載されない。寸法と、対応する寸法
は、本発明の現実の実施化に対応しない。
【００３６】
　更に、説明や請求の範囲中の、第１、第２等の用語は、類似の要素の間で区別するため
に使用され、時間的、空間的に、ランクや他の方法で順序を表す必要はない。そのように
使用される用語は、適当な状況下で入替え可能であり、ここに記載された発明の具体例は
、ここの説明や図示されたものと異なる順序によっても操作できることを理解すべきであ
る。
【００３７】
　また、説明や請求の範囲中の、上、下等の用語は、記載目的のために使用され、相対的
な位置を示すものではない。そのように使用される用語は、適当な状況下で入替え可能で
あり、ここに記載された発明の具体例は、ここに説明や図示されたものと異なる位置でも
操作できることを理解すべきである。
【００３８】
　また、請求の範囲で使用される「含む（comprising）」の用語は、それ以降に示される
要素に限定して解釈されること排除するものであり、他の要素や工程を排除しない。この
ように、言及された特徴、数字、工程、または成分は、その通りに存在するものと解釈さ
れ、１またはそれ以上の他の特徴、数字、工程、または成分、またはこれらの組み合わせ
の存在または追加を排除してはならない。このように、「手段ＡおよびＢを含むデバイス
」の表現の範囲は、構成要素ＡとＢのみを含むデバイスに限定されるべきではない。本発
明では、単にデバイスに関連した構成要素がＡとＢであることを意味する。
【００３９】
　この明細書を通じて参照される「一の具体例（one embodiment）」または「ある具体例
（an embodiment）」は、この具体例に関係して記載された特定の長所、構造、または特
徴は、本発明の少なくとも１つの具体例に含まれることを意味する。このように、この明
細書を通して多くの場所の「一の具体例（one embodiment）」または「ある具体例（an e
mbodiment）」の語句の表現は、同じ具体例を表す必要はなく、表しても構わない。更に
、特定の長所、構造、または特徴は、この記載から当業者に明らかなように、１またはそ
れ以上の具体例中で適当な方法で組み合わせることができる。
【００４０】
　同様に、本発明の例示の記載中において、能率的に開示し、多くの発明の形態の１また
はそれ以上の理解を助ける目的で、本発明の多くの長所は、時には１つの具体例、図面、
またはその記載中にまとめられることを評価すべきである。しかしながら、この開示の方
法は、請求される発明がそれぞれの請求項に記載されたものより多くの特徴を必要とする
ことを意図して表されていると解釈すべきではない。むしろ、以下の請求項が表すように
、発明の態様は、１つの記載された具体例の全ての長所より少なくなる。このように詳細
な説明に続く請求の範囲は、これにより詳細な説明中に明確に含まれ、それぞれの請求項
は、この発明の別々の具体例としてそれ自身で成立する。
【００４１】
　更に、ここで記載された幾つかの具体例は、他の具体例に含まれる以外の幾つかの特徴
を含み、異なった具体例の長所の組み合わせは、本発明の範囲に入ることを意味し、当業
者に理解されるように異なった具体例を形成する。例えば、以下の請求の範囲では、請求
された具体例のいくつかは、他の組み合わせにおいても使用することができる。
【００４２】
　ここで与えられる記載において、多くの特別な細部が示される。しかしながら、本発明
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の具体例はそれらの特別な細部無しに実施できることを理解すべきである。他の例では、
公知の方法、構造、および技術は、この記載の理解をわかりにくくしないために、詳細に
は示されていない。
【００４３】
　本発明は、例えばシリコンプロセスのような半導体プロセスの分野に関し、例えば貫通
基板バイアプロセスや半導体ベースのＭＥＭＳ技術に関する。本発明の特別な具体例では
、半導体はシリコンでも良い。
【００４４】
　本発明は、例えばホールのような３次元構造を有する基板に関連して詳細に述べられる
。しかしながら、これは本発明を限定することを意図するものではない。本発明は、また
、柱である３次元構造や柱状の形状を有する３次元構造を有する基板に、他の型の３次元
構造を備えた基板に、または平坦な基板に適用することができる。
【００４５】
　３次元半導体構造上に、特にホールや突出部の垂直な側壁上に等角な酸化層を形成する
ことは、特に大きなアスペクト比（３次元構造の幅寸法を高さ寸法で割った比として定義
され、幅寸法は平坦な基板表面で実質的に測定され、高さ寸法は実質的にその垂線として
測定される）、例えば５より小さいアスペクト比や、低温プロセス、例えば８０℃より低
い温度でのプロセスでは非常に困難である。本発明は、例えばシリコン基板のような３次
元半導体の露出した半導体表面領域上に酸化層を形成する方法を提供する。この方法は、
　平坦に横たわり、３次元構造を含む基板を得る工程であって、３次元構造は、例えばホ
ールやバイアのような、基板の面に対して実質的に垂直な少なくとも１つの面を含む工程
と、
　酸性電解質溶液中で基板を陽極酸化することにより３次元構造の上または中に酸化層を
形成する工程と、を含む。
【００４６】
　陽極酸化は、表面を電解質溶液中に配置しながら、不活性な材料から形成されたカソー
ド（負電極）とアノード（正電極）との間に電位を与えることにより表面が陽極酸化され
る電気化学プロセスである。アノードは、処理される部分でも良く、または処理される部
分の上に更に提供されても良い。与えられた電位の結果、電解質溶液を通って直流電流が
流れるため、酸化層が続いて成長される。この電流は、カソードにおいて水素を、アノー
ドの表面において酸素を発生させ、これにより酸化層の積層が形成される。
【００４７】
　陽極酸化では、室温で酸化物が成長できる。陽極酸化を用いることにより、３次元（３
Ｄ）構造のホールの中や突出部の上に酸化層が形成できる。このように、３Ｄ構造のホー
ルの中や突出部の上に酸化層を形成するために陽極酸化を用いることにより、本発明の具
体例にかかる方法は、化学気相堆積（ＣＶＤ）技術のような従来のプロセスの限界を克服
し、プロセスを単純化でき、結果としてコストを低減できる。
【００４８】
　本発明の具体例では、陽極酸化プロセスは、酸性の電解質溶液中で行われる。電解質溶
液は、例えばクエン酸、酢酸、シュウ酸、硫酸、リン酸、硝酸、またはそれらの組み合わ
せのいずれかを含んでも良い。電解質溶液中の酸性成分が、陽極酸化プロセスをスピード
アップさせることが見出された。それゆえに、酸性の電解質溶液を用いることにより、同
じパラメータ（出発材料、電流、温度等）で、他の酸性でない電解質溶液を用いた陽極酸
化プロセスに比較して、一定の時間で、より厚い酸化物が成長できる。より酸性の電解質
溶液では、より速く陽極酸化プロセスが起きる。
【００４９】
　陽極酸化は、陽極酸化電解質に露出した、Ｓｉのような半導体表面上で、均一な酸化物
膜厚を実現できる。酸化層の膜厚は、陽極酸化電流を決定する、カソードとアノードとの
間の陽極酸化電圧で決定される。
【００５０】
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　陽極酸化は、また、同時に表面粗さの低減を行う。例えばＳｉのような半導体材料中に
、垂直なトレンチやバイアをエッチングすると、一般に、粗い側壁（スカラプス）となる
。例えばＳｉ表面のような半導体表面上の鋭い表面形状（例えばスカラプス）は、より高
い静電場となり、それらの位置において陽極酸化プロセスを加速させ、それにより自然な
方法で表面を平坦化する。
【００５１】
　本発明の具体例は、半導体基板の上または中に形成された３次元構造（３Ｄ）構造の上
または中に酸化層を形成するための陽極酸化プロセスの使用を提供する。
【００５２】
　これ以降、本発明の具体例にかかる方法は、例示の方法で、図１～図４を参照しながら
説明する。これは説明を容易にするためであり、この例は如何なる方法においても本発明
を限定することを意図しないことを理解すべきである。本発明の具体例にかかる方法は、
基板および／または３Ｄ構造が、金属や半導体材料のような導電性材料を含む限り、基板
上に３Ｄ構造の酸化層を形成するのに使用できる。
【００５３】
　第１の工程では、例えばＳｉ基板のようなデバイス基板１ａが提供される。デバイス構
造１ａの上に、酸化物や窒化物のような誘電体絶縁層３が形成される。誘電体絶縁層３は
、単層または複数の層からなっても良い。デバイス基板１ａと誘電体絶縁層３との間の界
面近傍で、トランジスタ（図示せず）のような能動デバイスが、例えばフロントエンドオ
ブラインのようにデバイス基板１ａに形成されても良い。代わりの具体例では、デバイス
基板１ａは、受動基板である。誘電体絶縁層３の他の側には、例えばデバイスウエハのバ
ックエンドオブラインや半導体挿入（ＭＣＭ）基板のビルドアップ層のような、絶縁体層
と相互結合層とを含む多層の相互結合構造１ｂが形成される。そのような多層の相互結合
構造の１つのコンタクト２が、図１に、模式的に表されて、参照番号２で示される。デバ
イス基板１ａが薄い場合、上述のように複数の層やデバイスで形成された基板は、選択的
にキャリア基板４に取り付けられても良い。
【００５４】
　基板１は、３００μｍより小さい膜厚を有してもよく、例えば５０μｍと３００μｍの
間の膜厚を有しても良い。本発明の具体例では、例えば半導体基板、特にシリコン基板の
ように、電流を流すことができ、酸化できる限り、如何なる基板でも使用できる。例えば
、陽極酸化される部分である基板１、特にそのデバイス基板１ａは、低抵抗のシリコンを
含んでも良い。低抵抗シリコンは、３０μＯｈｍ・ｃｍ、またはそれより低い抵抗率を有
するが、本発明はこれに限定されるものではない。この目的のために、例えばｎ－または
ｐ－ドープされたシリコンのような、ｎ－またはｐ－ドープされた半導体材料が用いられ
ても良い。
【００５５】
　図２に示すように、適切な半導体技術を用いて、ホール５が、半導体デバイスウエハ１
ａの裏側から、絶縁層３までエッチングされる。一般的な技術は、斜めまたはまっすぐな
側壁８を得るための、ＩＣＰ－ＲＩＥプラズマエッチング技術の使用である。それらのホ
ール５は、円、多角形、リング形状、または幾つかの名前であるトレンチのような、様々
な形状を有する。
【００５６】
　次に、陽極酸化が行われる。これにより、基板１は酸性の電解質溶液に浸責され、電解
質溶液中に配置されたカソードと、基板１の上または基板のそばに形成されたアノードと
の間に電位が与えられる。与えられた電位は、１０Ｖと４００Ｖの間でも良い。本発明の
具体例では、基板１の材料、特にデバイス基板１ａの材料は、それ自体がアノードとして
働いても良い。本発明の他の具体例では、アノードが基板１の上に形成されて、基板１の
導電性材料に電気的コンタクトを形成しても良い。後者の場合、１０ｋΩと１００ｋΩの
間のコンタクトオーミック抵抗が、電極と基板１との間に存在しても良い。このコンタク
トは、酸性溶液からコンタクトを保護できる、プラスチックモールド中埋め込まれた電極
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のセットを配置することで実現できる。そのような電極の例を図１２に示す。図１２に示
される電極６０は、電極６０と取り囲む電解質溶液８０との間の直接的な接触を防止する
コンタクトシールリング５０により覆われて、電極は、酸性の電解質溶液によって汚染さ
れたり破壊されたりしない。コンタクトシールリング５０は、電解質溶液の酸性の影響か
ら、電極６０を保護するのに適した材料からなる。電極６０は、例えば薄い半導体ウエハ
のような基板４０と、その表面側で電気的にコンタクトし、即ち、本発明の具体例にかか
る陽極酸化により酸化層７０が形成されるのと同じ側にコンタクトする。取り扱いの容易
さのために、酸化される基板４０は、例えば一時的な接着剤３０の手段により、キャリア
ウエハ２０の上に取り付けられても良い。陽極酸化プロセスの間に、選択的にキャリアウ
エハ２０の上に配置され、一時的に取り付けられた基板４０は、ホルダーチャック１０の
上に配置される。
【００５７】
　デバイス基板１ａ自身を、配置された電極として使用することは、特に有利である。こ
のように、基板１の裏面にアノードを形成する必要が無く、記載された例では、キャリア
基板４の裏に取り付けられる。
【００５８】
　電解質溶液は、例えば、クエン酸、酢酸、シュウ酸、硫酸、リン酸、硝酸、またはそれ
らの組み合わせのいずれかを含む。基板１に電圧を与えることにより、電解質溶液を通っ
て電流が流れ、これにより電解質溶液と接触した導電性材料の陽極酸化を引き起こす。結
果として、シリコン酸化層９が、例えば主表面７のような全ての露出したシリコン表面上
に形成されるとともに、３Ｄ構造の側壁８上にも形成される（図３）。
【００５９】
　陽極酸化プロセスが、絶縁体３に対して選択的であることがわかる。これは、露出した
導電性基板材料にのみ酸化物が形成され、実質的に隣接する非導電体または非導電性材料
の上には形成されないことを意味する。
【００６０】
　主表面７および側壁８の上への例えばシリコン酸化層のような酸化層９の形成は単に一
例であり、本発明の他の具体例では、この方法は、少なくとも１つのホール５の側壁８の
上のみに、例えばシリコン酸化層のような酸化層を形成するために使用しても良いことが
理解される。これは、例えば最初に３Ｄ構造の主表面７に絶縁層を形成し、続いて被覆さ
れていない部分、即ち、少なくとも１つのホール５の側壁８を陽極酸化して、例えばシリ
コン酸化層のような酸化層９を少なくとも１つのホール５の側壁８の上に形成することで
行っても良い。
【００６１】
　陽極酸化は自己制御性のプロセスであり、これは、陽極酸化のために与えられる電位と
、形成される酸化層９の膜厚との間に平衡が存在することを意味する。本発明の具体例で
は、２００ｎｍまでの膜厚の酸化層９の形成が可能である。具体例により、例えばシリコ
ン酸化層のような酸化層９に要求される膜厚に依存して、約１０分と１０時間との間の時
間で陽極酸化が行われる。
【００６２】
　本発明の具体例では、陽極酸化プロセスは２工程のプロセスでも良い。第１段階では、
カソードとアノードとの間に電位が与えられ、酸化層９を形成することができる固定され
た電流密度が得られる。第２段階では、与えられる電位は、形成された例えばシリコン酸
化層のような酸化層９の治癒が可能な、固定された電位である。酸化シリコンのような酸
化層９を治癒は、ピンホールのような欠陥を除去して、良好な品質の酸化層を得ることを
意味する。特定の具体例では、化学量論的な酸化物が得られ、これは良好な品質的特性を
示す。
【００６３】
　本発明の具体例にかかる方法では、シリコン酸化層のような多孔質酸化層９を形成する
ことも可能である。この場合、電流密度は、陽極酸化中の時間の関数として変化する。
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【００６４】
　次の工程では、少なくとも１つのホール５の底の絶縁層３が除去され、下層のコンタク
ト２を露出させても良い。これは、例えば選択エッチングのような、当業者に知られたい
ずれかの好ましい技術により行われる。この場合、絶縁層３は、形成された酸化層９に対
して選択的にエッチングできることが好ましい。少なくとも１つのホール又はバイア５が
、続いて、選択的に、導電性材料により埋められても良い。
【００６５】
　本発明の具体例にかかる方法は、半導体プロセスで使用しても良い。例えば、本発明の
具体例にかかる方法は、スルーシリコンバイアのライナー（a liner of a through-silic
on-via）、またはバイア分離とも呼ばれる、を形成するのに使用される。例えばシリコン
酸化層のような酸化層９の形成は、３Ｄ構造の主表面７の上や、少なくとも１つのホール
やバイア５の側壁８の上のような例で表される、所定の領域で起きるため、例ではシリコ
ン酸化層のような、形成された酸化層９をパターニングして、例えば少なくとも１つのホ
ールまたはバイア５の底から所定のシリコン酸化層を除去するような、酸化層９の一部を
除去するためのパターニング工程は必要でない。
【００６６】
　本発明の具体例にかかる方法は、高さに対する幅の比で規定され、例えば５より低いア
スペクト比、例えば０．０１と５との間のアスペクト比のような高いアスペクト比のバイ
ア５中に、シリコン酸化層のような酸化層９を形成するために使用される。
【００６７】
　上述のように、本発明の具体例にかかる方法は、半導体材料の陽極酸化の手段により説
明した。金属のような他の導電性材料も、プロセス中に陽極酸化できることを理解すべき
である。言い換えれば、本発明の具体例にかかる方法を用いた酸化層の形成は、半導体材
料の上または中に形成された、選択的に金属を含む３Ｄ構造に適用できる。
【００６８】
　例えばシリコン酸化層のような、本発明の具体例にかかる方法で形成された酸化層９は
、通常の化学量論比を有し、即ち、従来の方法で改正した酸化層と同じ化学量論比を有す
る。シリコン酸化膜が形成される特定の例では、これは、酸化層がＳｉＯ２からなり、Ｓ
ｉＯを含まないことを意味する。
【００６９】
　本発明の具体例にかかる方法で形成された、例えばシリコン酸化層のような酸化層９は
、３Ｄ集積に要求される最低限の品質を示す。しかしながら、具体例にかかる方法で形成
された、例えばシリコン酸化層のような酸化層９は、ゲート酸化膜として使用するには好
ましくない。
【００７０】
　シリコンにおいて、本発明の具体例にかかる方法でＳｉ表面が処理された場合、即ち、
本発明の具体例にかかる方法を用いてシリコン酸化層が形成された場合、表面は親水性を
有するように形成される。これらの性質は、ウエハ表面上へのリソグラフィ生成物の適用
を容易にするために用いられる。
【００７１】
　本発明の具体例にかかる方法では、例えばシリコン酸化層のような酸化層が、例えば３
次元構造の主表面の中および／または上の、トレンチ又はホール又はバイア５の側壁のよ
うな、半導体基板上の３Ｄ構造上に形成される。本発明の具体例にかかる方法は、形成さ
れた酸化層をパターニングし、これにより酸化物の不要な位置において酸化物を除去する
、例えばフォトリソグラフィ工程のような追加の工程を常に必要としない。
【００７２】
　本発明の具体例にかかる方法は、室温で適用でき、これにより、加熱中に、例えば接着
層から起きるような問題を避けることができる。
【００７３】
　本発明の具体例にかかる方法を用いることにより、連続した等角の酸化層が形成される



(11) JP 5528430 B2 2014.6.25

10

20

30

40

。
【実施例】
【００７４】
　シリコン酸化層９がシリコンホールまたはバイア５中に形成される実験が行われた。こ
れにより、シリコンウエハ１が形成された。シリコンウエハ１は、高いアスペクト比０．
１（直径が５μｍで深さが５０μｍ）を有するスルーシリコンバイア５を備えて形成され
た。シリコンウエハ１は、低コンタクト抵抗を実現するために、ＨＦ溶液で洗浄された。
【００７５】
　陽極酸化反応のための電解質溶液として、０．１％のクエン酸溶液が使用された。４０
Ｖの陽極酸化電位が印加された。５ｍＡ／ｃｍ２の電流密度が達成された。陽極酸化が、
１０時間行われた。膜厚７０ｎｍのシリコン酸化層９が得られた。
【００７６】
　図６から図１１は、ホール５の中の結果の酸化層の写真を示す。酸化層が、７０ｎｍの
膜厚を有した。
【００７７】
　図７は、詳細に示された図６のＡを示す。
【００７８】
　図８は、詳細に示された図６のＢを示す。
【００７９】
　図９は、ホール５の底を示す。
【００８０】
　図１０は、詳細に示された図９のＣを示す
【００８１】
　図１１は、詳細に示された図９のＤを示す
【００８２】
　それらの写真から、均一に成長した膜厚７０ｎｍの酸化層が得られることが分かる。酸
化物の膜厚は、高いアスペクト比のホール（５μｍ幅、５０μｍ深さでアスペクト比０．
１）に沿ってすべて均一である。
【００８３】
　写真から分かるように、連続した等角のシリコン酸化層が、このような高いアスペクト
比のバイア５で得られた。
【００８４】
　本発明にかかるデバイスについて、材料とともに、好適な具体例、特定の構造や形状が
ここで検討されたが、添付の請求の範囲で規定される本発明の範囲から離れることなく、
形状や細部において多くの変形や修正が行えることを理解すべきである。
【００８５】
　そのデバイスの製造プロセスが本発明の具体例にかかる方法を含む一例が、図５に示さ
れる。この例では、基板１の部分１ａは、当業者にＳＴＩ領域として良く知られた分離領
域を含む。基板１の部分１ｂは、コンタクト２を形成する複数のバイア１～バイアｎと、
複数の金属層Ｍ１～Ｍｎ＋１とを含む。部分１ａと部分１ｂとの間に、絶縁層３が存在す
る。この例では、絶縁層３は、第１層３ａと第２層３ｂから形成されても良い。第１層３
ａは、例えば、例示では、４００ｎｍの膜厚のＨＤＰＯ（高密度プラズマ酸化物）を含む
。第２層３ｂは、例えば、例示では、５０ｎｍの膜厚のＳｉＣを含む。図５からわかるよ
うに、ＳｉＣ層３ｂは、基板１の部分１ａ中に、少なくとも１つのホールやバイア５をエ
ッチングする場合に、エッチングストップとして働く。本発明の具体例でが、酸化層は、
ホールやバイア５中に適用できる。
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